
沿 岸 漁 業 改 善 資 金

１ 制度の趣旨
この資金は、沿岸漁業者等が経営や生活の改善、青年漁業者の養成確保等を図ることを助⾧

するため、道が国の補助を受けて造成した資金を、道が無利子で貸し付ける制度です。
（根拠法「沿岸漁業改善資金助成法」等）

２ 借受資格者
（１）沿岸漁業の従事者

①沿岸漁業を営む個人
②沿岸漁業の労働に従事する者

（２）沿岸漁業の従事者の組織する団体
①沿岸漁業を営む漁業協同組合
②沿岸漁業を営む漁業生産組合
③その他沿岸漁業の従事者の組織する団体

（３）沿業漁業を営む会社で、その常時使用する従業員の数が20人以下のもの
（４）認定中小企業者
（５）促進事業者（六次化法に基づく「総合化事業計画」を実施するもの）
沿岸漁業:無動力漁船及び総トン数20トン未満の漁船を使用して、又は漁船を使用しない行う次の漁業

① 水産動植物の採捕 ② 漁具を定置して行う水産動物の採捕 ③ 水産動植物の養殖

３ 融資機関
北海道（貸付・償還事務の一部を信漁連、漁協に委託）

４ 制度のしくみ

連帯保証人 運営協議会

債務保証
意見

北 一般会計繰入金
海 事 北

（ 申請 ） 総 道
水 沿 合 沿 務 海
産 振 岸
技 岸 興 漁 費 道
術 指導 （無利子貸付） 局 業
普 漁 ・ 改 一般会計
及 振 善 繰入金 1/3
指 業 興 資 貸
導 者 （ 償還 ） 局 金 資金造成
所 特 付 補助金 2/3 国

等 漁協 …… 信漁連 …… 道 別
(事務再委託) (事務委託) 会 金

計

（事業開始:昭和54年）



沿岸漁業改善資金貸付条件（令和６年４月１日現在） （単位:万円）

資 金 種 類 貸 付 細 目 貸 付 限 度 額 償 還 期 間 ( う ち据 置 期 間 )

操 船 作 業 省 力 化 機 器 等 設 置 資 金 自 動 操 だ 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 100
遠 隔 操 縦 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 50
サ イ ド ス ラ ス タ ー の 設 置 費 用 １ 台 400
レ － ダ － の 設 置 費 用 １ 台 180 500 ７ 年 以 内 (１ 年 以 内 )
自 動 航 跡 記 録 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 120
Ｇ Ｐ Ｓ 受 信 機 の 設 置 費 用 １ 台 130 ※ 3

漁 ろ う 作 業 省 力 化 機 器 等 設 置 資 動 力 式 つ り 機 の 設 置 費 用 １ 件 500
金 ﾗｲ ﾝ ﾎ ｰ ﾗ ｰ 等 揚 縄 機 の 設 置 費 用 １ 台 120

ﾈｯ ﾄ ﾎ ｰ ﾗ ｰ 等 揚 網 機 の 設 置 費 用 １ 台 120
巻 取 り ウ イ ン チ の 設 置 費 用 １ 台 500
放 電 式 集 魚 灯 の 設 置 費 用 １ ｾｯ ﾄ 200 500
漁 業 用 ク レ ー ン の 設 置 費 用 １ 台 400
漁 獲 物 処 理 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 500
海 水 殺 菌 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 180
海 水 冷 却 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 300
漁 業 用 ソ ナ ー の 設 置 費 用 １ 台 500
カ ラ ー 魚 群 探 知 機 の 設 置 費 用 １ 台 150
潮 流 計 の 設 置 費 用 １ 台 500

補 機 関 等 駆 動 機 器 等 設 置 資 金 補 機 関 の 設 置 費 用 １ 台 400
油 圧 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 500 500

燃 料 油 消 費 節 減 機 器 等 設 置 資 金 漁 船 用 環 境 高 度 対 応 機 関 の 設 置 費 用 ※ 2 １ 台 2,400
定 速 装 置 の 設 置 費 用 １ 台 120 2 , 500
発 光 ダ イ オ ー ド 式 集 魚 灯 の 設 置 費 用 1ｾｯ ﾄ 1 , 300

新 養 殖 技 術 導 入 資 金 養 殖 施 設 の 設 置 費 用
種 苗 購 入 又 は 生 産 費 用 400 ４ 年 以 内 (２ 年 以 内 )
飼 料 購 入 費 用 ※ 3

資 源 管 理 型 漁 業 推 進 資 金 1,200
10年 以 内 (３ 年 以 内 )

環 境 対 応 型 養 殖 業 推 進 資 金 2,000
漁 場 環 境 適 正 化 管 理 協 定 に 基 づ く 取 組 に 必 要 な 機 器 等 購 入 、 設 置 1 , 200 ※ 3

乗 組 員 安 全 機 器 等 設 置 資 金 転 落 防 止 用 手 す り の 設 置 費 用 50
安 全 カ バ ー 装 置 の 設 置 費 用 40 150 ５ 年 以 内 (１ 年 以 内 )
揚 網 機 安 全 装 置 の 設 置 費 用 50

救 命 消 防 設 備 購 入 資 金 救 命 胴 衣 の 購 入 費 用 10 ２ 年 以 内 ( － )消 火 器 の 購 入 費 用 10
イ ー パ ブ 購 入 費 用 60 130
レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ 購 入 費 用 65
小 型 漁 船 緊 急 支 援 連 絡 装 置 の 購 入 に 要 す る 費 用 130 ５ 年 以 内 ( － )

漁 船 転 覆 防 止 機 器 等 購 入 等 資 金 漁 獲 物 横 移 動 防 止 装 置 の 設 置 費 用 30 ５ 年 以 内 (１ 年 以 内 )甲 板 下 魚 そ う 装 置 の 費 用 100 150

漁 船 衝 突 防 止 機 器 等 購 入 等 資 金 レ ー ダ ー 反 射 器 購 入 又 は 設 置 費 用 40
無 線 電 話 の 設 置 費 用 40 120 ５ 年 以 内 ( － )

漁 具 損 壊 防 止 機 器 等 購 入 資 金 漁 具 標 識 の 購 入 費 用 個 人 70
団 体 ・ 会 社 130 130

噴 射 式 貝 類 採 取 機 器 等 購 入 資 金 噴 射 式 貝 類 採 取 機 の 購 入 費 用 （ エ ン ジ ン ・ ポ ン プ ガ ソ リ ン １ 台 100 ５ 年 以 内 (１ 年 以 内 )
を 含 む ） デ ィ ー ゼ ル １ 台 150

生 鮮 魚 介 類 衛 生 処 理 機 器 購 入 資 人 工 塩 水 等 冷 却 機 の 購 入 費 用 （ 生 ウ ニ ） １ 台 15
金 紫 外 線 殺 菌 機 の 購 入 費 用 （ 生 ウ ニ ） １ 台 30 30

人 工 塩 水 等 冷 却 機 の 購 入 費 用（ 他 生 鮮 魚 介 類 ） １ 台 300
紫 外 線 殺 菌 機 の 購 入 費 用 （ 他 生 鮮 魚 介 類 ） １ 台 200 350
ろ 過 器 の 購 入 費 用 １ 台 75

昆 布 整 列 器 購 入 資 金 昆 布 整 列 器 の 購 入 費 用 15 ３ 年 以 内 ( － )

定 置 網 用 無 線 遠 隔 式 魚 群 探 知 機 定 置 網 用 無 線 遠 隔 式 魚 群 探 知 機 の 購 入 費 用 ５ 年 以 内 (１ 年 以 内 )
購 入 資 金 380

環 境 保 全 型 ガ ソ リ ン 船 外 機 環 境 保 全 型 ガ ソ リ ン 船 外 機 (4サ イ ク ル )の 設 置 費 用 260
（ ４ サ イ ク ル ） 設 置 資 金

省 燃 油 ・ 省 力 型 コ ン ブ 用 乾 燥 機 省 燃 油 ・ 省 力 型 コ ン ブ 用 乾 燥 機 器 等 の 設 置 に 必 要 300
器 等 設 置 資 金 な 費 用

生 活 合 理 化 設 備 資 金 し 尿 浄 化 装 置 又 は 改 良 便 そ う 設 備 資 材 購 入 費 用 30 ３ 年 以 内 ( － )
自 家 用 給 排 水 施 設 設 置 資 材 購 入 費 用 10
太 陽 熱 利 用 温 水 装 置 設 置 資 材 購 入 費 用 10 ２ 年 以 内 ( － )

住 居 利 用 方 式 改 善 資 金 居 室 の 改 装 費 用 150 ７ 年 以 内 ( － )炊 事 施 設 ・ 衛 生 施 設 ・ 家 事 室 等 の 改 造 費 用

婦 人 ・ 高 齢 者 活 動 資 金 機 器 等 設 置 費 用 （ 漁 具 ・ 養殖 施 設 ・ 加 工 用 機 器 等）
当 該 機 器 等 を 使 用 し て 行 う 生 産 活 動 費 用 団 体 80 ３ 年 以 内 ( － )

研 修 教 育 資 金 研 修 受 講 費 用 （ 旅 費 ・ 教 材 費 ・ 視 察 費 等 ） 国 内 研 修 180 ５ 年 以 内 (１ 年 以 内 )
国 外 研 修 100

高 度 経 営 技 術 習 得 資 金 経 営 方 法 又 は 技 術 の 習 得 (パ ソ コ ン 、 関 連 機 器 等 ） 青 年 漁 業 者 又 は 団 体 150 ５ 年 以 内 ( － )

漁 業 経 営 開 始 資 金 沿 岸 漁 業 の 経 営 を 開 始 す る の に 必 要 な 費 用 青 年 漁 業 者 又 は 団 体 2 , 000
（ 漁 船 の 建 造 、 取 得 、 改 造 費 用 、 機 器 等 設 置 費 用 、 漁 具 ・ 種 苗 又 は 餌 料 の 購 入 費 用 等 ） (※ 1 5 , 0 00 ) 10年 以 内 (３ 年 以 内 )

( 部 門 経 営 を 開 始 す る 場 合 ) ( 800 ) ※ 3

※ 1:沿岸漁業経営改善促進グループ等の場合 ※ 2:機関の本体のほか、プロペラ、プロペラシャフト及び付属品が含まれる。
※ 3:農商工等連携促進法等の特例に基づく借入れの場合、資金種類ごとに最大２年の範囲内で延⾧される。
※ 4:東日本大震災特財法の特例に基づく借入の場合、資金 種類ごとに最大３年の範囲内で延⾧される。
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